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～いの町地域雇用創造協議会・地域雇用創造推進事業～

講　師：川村　晶子
　NPOとさはちきんねっとスタッフ。時間や場所に
とらわれない働き方、仕事と地域活動の両立を実
践しながら、ITがもたらす生活者の変化を地域の
活力につなげるべく活動を行っている。
　総務省・地域情報化アドバイザー、総務省・電子
政府推進員、高知県・産業振興アドバイザー、高知
県・龍馬ふるさと博運営委員会委員　ほか

申込・問い合わせ☆受講は原則無料です。求職者、
個人やグループで特産品作り
などによる起業を目指す方は
もちろん、在職中の方も受講で
きます。多くのご参加をお待ち
しています。

いの町地域雇用創造協議会（会長　いの町長）
　〒781－2110　いの町1700－1　役場産業経済課２階
　参 897－2211、855－8096 姉 897－2210  HP：http://www.inokoyo.jp/
　死 e-mail：inokoyo@mountain.ocn.ne.jp
　電話かFAX又はメールでお申し込みください。

　日　時
　　①２月７日（火）　　　②２月８日（水）
　　③２月１４日（火）　　④２月１５日（水）
　　時間はいずれも１８：３０～２１：００
　※受講される方は全日程ご出席ください。　
　場　所
　　高知大学朝倉キャンパス（高知市曙町２－５－１）　
　受講は原則無料です。　定員１０名

受講者募集中　「Web活用講座」全４回
　いまやビジネスにおけるネットの活用は常識と言えるほどになりました。
　でも、もっとビジネス展開を助ける使いこなし方があるはず！
　「Web活用講座」では、ビジネスツールとしてのフェイスブックやツイッ
ター、ブログでの情報発信の方法を学ぶほか、情報収集のノウハウ習得を目
指します。無料ツールを活用して、あなたのショップも企画も、一歩前進！！

情報収集
　高知県農業公社では、農地やハウス等の情報収集を行っ
ており、県内で約4４ｈａの農地の情報が集まっています。　
情報提供
　ホームページに「農地」や「ビニールハウス」等の情報を提
供しています。パソコンや携帯電話を使って、是非アクセスし
てください。　
Ｈ　Ｐ  http://www.kochi-apc.or.jp
携帯  http://www.kochi-apc.or.jp/mobile

農地を貸したい方・売りたい方は高知県農業公社にご連絡ください
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問い合わせ　財団法人高知県農業公社
　　　　　　　　担当：山崎・香川・矢野・谷　 参 ８２３－８６１８　姉 ８２４－８５９３

農業委員会委員選挙人名簿登載申請をお忘れなく

提出・問い合わせ　　　いの町農業委員会（産業経済課内）　　　　　 参 ８９３－１１１５
　　　　　　　　　　　吾北分室（吾北総合支所産業課内）　　　　　 参 ８６７－２３１３
　　　　　　　　　　　本川分室（本川総合支所産業建設課内）　　　 参 ８６９－２１１５

　農業委員会等に関する法律に基づき、平成２４年１月１日現在による農業委員会委員選挙人名簿の調製を行いますので、有
資格者は次により、選挙人名簿登載申請書を提出してください。
　この申請は毎年必要ですので、前年度に提出されている方も必ず提出してください。

【申請用紙の配布】　
　１２月広報とともに各区長又は文書係宛てに申請書を
送付しますので、該当する方は配布を受けてください。

【有資格者】
　次のすべての要件を満たす者
　①平成２４年１月１日現在、いの町に住所を有する方。
　②平成２４年３月３１日現在で、満２０歳以上の方。

　③１０アール以上の農地につき耕作の業務を営む方及
びその方の同居の親族又はその配偶者で、年間お
おむね６０日以上耕作に従事していると農業委員会
が認めた方。

【提出期限】
　１月１０日（火）
　※法令で定められており、農業委員会が申請書を受理
する期限です。必ず厳守してください。


